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一 般 質 問 通 告 書 

佐野市議会議長 様 

受

付 

番号 ５ 

令和 元年  ８月２８日 

午前・午後 １０時５０分    

議会名 令和元年 第 ３ 回 佐野市議会定例会 

発言者 議席番号 １８番     鶴見義明 

答弁を求める者 

(選択してください) 
市長 ・ 副市長 ・ 教育長 ・ 担当部局長 

大項目（質問項目） 

中項目（質問細目） 
小項目（具体的な質問内容） 

１．幼児教育無償化について 

（１）無償化となる対象者に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認可外保育施設につい                

   て 

 

 

 

（３）利用料について 

 

 

 

 

 

（４）主食費、副食費につい  

   て 

 

 

 

①無償化の対象となるこどもたちは、どのようなこ

どもたちですか。 

②対象のこどもたちは何人くらいになると想定して

いますか。 

③無償化の対象となる施設はどのような施設です

か。 

④対象施設の数はそれぞれどのくらいありますか。

保育園、幼稚園、認定こども園等施設分類別にお聞

かせください。 

 

①認可外保育施設はすべて「認可外保育施設指導監

督基準」を満たしていますか。 

②「認可外保育施設指導監督基準」を満たしてない

施設に対して市はどのような対応をしますか。 

 

①３号保育料は国基準との平準化で引き上げとなる

世帯があるが、該当するこどもは何人位になります

か。 

②標準認定や短時間認定の延長保育料は無償化後ど

のような対応になりますか。 

 

①主食費、副食費実費負担により、負担増となる場

合も想定されます。市はどのように対応しますか。 

②実費負担になる場合の徴収方法はどのように考え

ていますか。 
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（５）無償化による財政につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．成年後見人について 

 

①無償化に伴い、３歳から５歳までの保育料及び０

歳から２歳までの非課税世帯の保育料が収入減とな

るが、市の財政負担が生ずることになりますか。 

②国による無償化で初年度は全額国費負担です。算

定の基準はどのようなものですか。 

③２０２０年度以降、公立施設は全額負担となりま

すが、無償化にかかる費用はどのようになるのでし

ょうか。 

④従来、市独自の保育料軽減のための財源を計上し

ていたと思います。無償化により不要となりますが

その額はどのくらいになりますか。 

 

 

①成年後見人の申立てのうち、首長申立てがありま

すが、市の過去の状況についてお聞かせください。 

②老人福祉法の改正により、各自治体で市民後見人

の活用を進めていくことが努力目標として定められ

ました。これまでの市の取り組みについてお聞きし

ます。 

③国は２０２１年度までに中核機関の設置や利用促

進に関する計画を策定するよう求めていますが、市

はどのように協議していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


